
暮
ら
し
の
情
報

　

各
種
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

相
談
・
法
律

弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談

日　

時　

８
月
21
日
㈭　

９
月
18
日
㈭

　
　
　
　

10
月
16
日
㈭　

13
時
～
16
時

場　

所　

桂
川
町
住
民
セ
ン
タ
ー 

研
修
室

　

※
10
月
16
日
は
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

内　

容　

町
民
を
対
象
と
し
た
弁
護
士
に

　

よ
る
法
律
相
談
（
１
人
30
分
）

そ
の
他　

前
日
ま
で
に
必
ず
予
約

問
合
先　

桂
川
町
役
場 

総
務
課 

庶
務
係

　

☎
６
５
・
１
１
０
０

日　

時　

９
月
10
日
㈬　

11
月
12
日
㈬

　
　
　
　

１
月
14
日
㈬　

３
月
11
日
㈬

　
　
　
　

13
時
～
16
時

場　

所　

桂
川
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
「
ひ
ま
わ
り
の
里
」

内　

容　

公
証
人
よ
る
遺
言
・
相
続
・
尊

　

厳
死
・
離
婚
養
育
費
な
ど
の
相
談

そ
の
他　

要
予
約
（
予
約
な
し
の
場
合
、

　

お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

予
約
・
問
合
先　

桂
川
町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
６
５
・
２
２
７
１

日　

時　

毎
月
第
一
水
曜
日

　

13
時
30
分
～
16
時

場　

所　

嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境
事

　

務
所
（
飯
塚
市
新
立
岩
八
ー
一
）

内　

容　

不
妊
症
看
護
認
定
看
護
師
に
よ

　

る
、
不
妊
や
更
年
期
、
女
性
の
心
身
の

　

健
康
に
関
す
る
相
談

そ
の
他　

要
予
約

予
約
・
問
合
先　

嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉

　

環
境
事
務
所 

健
康
推
進
課

　

☎
２
９
・
０
２
７
７

　
日　

時　

９
月
13
日
㈯　

10
時
～
13
時

場　

所　

ほ
の
ぼ
の
館

　
（
福
智
町
伊
方
四
四
七
八
番
地
一
）

内　

容　

司
法
書
士
に
よ
る
、
成
年
後
見

　

制
度
の
利
用
方
法
、
遺
言
や
相
続
に
関

　

す
る
相
談

そ
の
他　

８
月
20
日
～
９
月
12
日
ま
で
に

　

要
予
約

予
約
・
問
合
先　

福
岡
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
１
２
０
・
３
３
３
・
０
５
１

女
性
の
健
康
相
談
・
不
妊
相
談

公
証
人
に
よ
る
相
談
会

高
齢
者
・
障
が
い
者 
成
年
後
見
相
談
会

【
ど
ん
な
調
査
？
】

　

総
務
省
統
計
局
と
福
岡
県
が
法
律
に
基

づ
き
、
９
月
か
ら
準
備
調
査
を
行
い
、
10

月
か
ら
１
月
ま
で
の
４
カ
月
の
間
毎
月
実

施
す
る
特
に
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。

【
何
に
活
用
？
】

　

雇
用
・
失
業
対
策
や
景
気
判
断
に
お
い

て
最
も
基
本
的
な
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
失
業
率
は
こ
の
調
査
か
ら
分

か
り
ま
す
。

【
誰
が
対
象
？
】

　

全
国
の
世
帯
か
ら
約
１
，０
０
０
分
の

１
の
世
帯
が
、
統
計
的
な
方
法
に
基
づ
き

無
作
為
に
抽
出
さ
れ
ま
す
。
調
査
対
象
と

な
っ
た
世
帯
に
は
調
査
員
が
伺
い
ま
す
の

で
、調
査
へ
の
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
そ
の
他
】

　

○
個
人
情
報
は
保
護
さ
れ
ま
す
。

　

○
政
府
の
統
計
調
査
を
装
っ
た
「
か
た

　
　

り
調
査
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

○
調
査
員
は
県
知
事
発
行
の
調
査
員
証

　
　

を
携
帯
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く

　
　

だ
さ
い
。

日　

時　

９
月
３
日
㈬
、
４
日
㈭

　
　
　
　

９
時
～
20
時

場　

所　

福
岡
県
筑
豊
労
働
者
支
援
事
務
所

　
（
飯
塚
市
新
立
岩
八
番
一
号
）

内　

容　

職
場
の
パ
ワ
ハ
ラ
・
セ
ク
ハ
ラ

　

に
関
す
る
相
談
。
労
働
者
、
事
業
主
ど

　

ち
ら
か
ら
の
相
談
も
可

問
合
先　

福
岡
県
筑
豊
労
働
者
支
援
事
務
所

　

☎
２
２
・
１
１
４
９

　

８
月
は
個
人
事
業
税
第
１
期
分
の
納
期

で
す
。
個
人
事
業
税
は
、
住
み
よ
い
街
づ

く
り
や
郷
土
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
重
要

な
も
の
で
す
。

　

平
成
26
年
度
は
９
月
１
日
㈪
が
納
期
限

で
す
。
忘
れ
ず
に
収
め
ま
し
ょ
う
。

　

個
人
事
業
税
の
納
税
は
、
便
利
で
安
全

な
「
口
座
振
替
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

福
岡
県
飯
塚
・
直
方
県
税
事
務
所

　

☎
２
１
・
４
９
０
３

パ
ワ
ハ
ラ
・
セ
ク
ハ
ラ
相
談
会

労
働
力
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

個
人
事
業
の
皆
さ
ま
へ

生
活
・
お
知
ら
せ
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